
住
宅
名

棟 №

100,000 0

円

350,000 0

円（限度）

0

円

0

円（女性限定）

270,000

（限度）

0

円

270,000

400,000

入居者のうち所得税法上の「寡婦」に該当す
る方

控除合計
(Ｂ)

収　入　計　算　書

合　計 0 0 3裁

4裁

５栽

控除金額(Ｂ) 月額　(Ａ-Ｂ)/12

控除額控除の種類 控除対象者 該当者氏名 人数 控除額計

寡婦控除

同居親族の方（申込者以外の方）

0

円

0

円

0

円

0

円

0

380,000

380,000

100,000

250,000

円

家賃

158,001～186,000

基準月額の範囲

0～104,000

104,001～123,000

139,001～158,000

1

同居親族・扶養親族控除対象者のうち、７０
歳以上の方で同一生計配偶者または所得税法
上の老人扶養親族として認められている方

同居親族または扶養親族控除対象者のうち、
年齢１６歳以上２３歳未満で扶養親族として
認められている方

本人もしくは同居親族・扶養親族控除対象者
のうち、障がいがあり手帳等を交付されてい
る方（精神２・3級、身体３～６級、療育B）

本人もしくは同居親族・扶養親族控除対象者
のうち、重度の障害があり手帳等を交付され
ている方(精神１級、身体１～２級、療育A)

同居親族の方で所得税法上の扶養親族控除の
対象として認められている方

区分 所得金額(Ａ)収入金額

同居親族控除

扶養親族控除

続柄氏　名

老人扶養親族
控除

特定扶養親族
控除

障がい者控除

特別障がい者
控除

ひとり親控除
入居者のうち所得税法上の「寡婦」に該当す
る方

雑所得
入居者または同居者に給与所得又は公的年金
等に係る雑所得を有する者がある場合、その
者一人につき10万円を追加で控除できる。

　

入居申込者

6裁

123,001～139,000

186,001～214,000

該当
○印

2裁

―市営住宅－

基準月額の算定

7裁 214001～259000
敷金額 0

決定家賃


